
＜平成27年度までの農山漁村再エネ法に基づく農地転用の手続＞

第５次分権一括法等の施行に伴う農山漁村再エネ法の改正について

農業委員会

協議会市町村

①基本計画案の協議
（法第５条第８項）

基本計画段階
※ 協議会に農業委員会、都道府県農業会議及び都道
府県（農政局等）農地転用担当部局が入っている場
合は意見聴取等不要

都道府県農地
転用担当部局

④基本計画の作成
（法第５条第１項）

農政局等農地
転用担当部局
（４ha超の場合）

③協議
（法第７条第４項）

①申請
（法第７条第１項）

設備整備者

設備整備計画段階

市町村

④協議
（法第７条第９項）

都道府県知事
（4ha以下の場合）

都道府県
農業会議

④意見聴取
（法第７条第11項）

農業委員会

②意見聴取
（ガイドライン第８の２の（１））

⑤認定
（法第７条第３項）

農林水産大臣（2ha超の場合）

農林水産大臣
（4ha超の場合）

③協議
（法第７条第４項）

同意の際の同意の際の
条件付け

同意の際の
条件付け

認定の際の
条件付け

同意の際の同意の際の
条件付け

②意見聴取
（※1）

（ガイドライン
第４の２の（２）

の①のニの（ⅰ））

②調整（※1）
（ガイドライン第４の２の
（２）の①のニの（ⅰ））

③調整（※）
（ガイドライン第４の２の（２）

の①のニの（ⅱ））



第５次分権一括法等の施行に伴う農山漁村再エネ法の改正について

＜平成28年度からの農山漁村再エネ法に基づく農地転用の手続（計画市町村が指定市町村の場合）＞
基本計画段階設備整備計画段階

※ 協議会に農業委員会、都道府県農業委員会ネットワー
ク機構（都道府県機構）及び都道府県農地転用担当部局
が入っている場合は意見聴取等不要
（ガイドライン第４の２の（２）の①のニの（ⅱ）の（ロ））

協議会市町村

①基本計画案の協議
（法第５条第８項）

④基本計画の作成
（法第５条第１項）

農業委員会

指定市町村農地転
用担当部局

②意見聴取（※）
（ガイドライン
第４の２の（２）
の①のニの（ⅱ）

の（イ））

①申請
（法第７条第１項）

設備整備者 市町村

④認定
（法第７条第３項）

認定の際の
条件付け ②協議

（法第７条第15項）
②協議

（法第７条第15項）

農林水産大臣
（4ha超の場合）

③意見聴取
（法第７条第12項）

同意の際の
条件付け

農業委員会

＜平成28年度からの農山漁村再エネ法に基づく農地転用の手続（計画市町村が指定市町村でない場合）＞
基本計画段階設備整備計画段階

※ 協議会に農業委員会、と都道府県農業委員会ネット
ワーク機構（都道府県機構）及び都道府県農地転用担当
部局が入っている場合は意見聴取等不要
（ガイドライン第４の２の（２）の①のニの（ⅰ）の（ハ））

協議会市町村

①基本計画案の協議
（法第５条第８項）

③基本計画の作成
（法第５条第１項）

農業委員会

都道府県農地
転用担当部局

②意見聴取（※）
（ガイドライン
第４の２の（２）
の①のニの（ⅰ）

の（イ））

①申請
（法第７条第１項）

設備整備者 市町村

⑤認定
（法第７条第３項）認定の際の

条件付け

都道府県知事

③協議
（法第７条第９項）

農林水産大臣（4ha超の場合）

②協議
（法第７条第４項）

同意の際の
条件付け

同意の際の同意の際の
条件付け

農業委員会

③意見聴取
（法第７条第11項）

都道府県農業委員会ﾈｯﾄﾜｰｸ機構
（都道府県機構）（30a超の場合）

④意見聴取
（法第７条第12項）

②調整（※）
（ガイドライン第４の２の

（２）の①のニの（ⅰ）の（ロ））

農政局等農地
転用担当部局

②調整
（基本方針第３の１の

（２）のエ）

都道府県・農政局等
農地転用担当部局

②調整（※）
（ガイドライン第４の２の
（２）の①のニの（ⅱ ）

の（イ） ）

都道府県農業委員会ﾈｯﾄﾜｰｸ機構
（都道府県機構）（30a超の場合）

③調整（※）

（基本方針第３の１の
（２）のエ）


